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（別記様式第１０号） 

 
公社営林の立木売り払いに係る一般競争入札参加申込書 

 
令和  年  月  日 

 

 

公益社団法人鹿児島県森林整備公社 

 理 事 長 塩田 康一    様 

 

 

                    申込人 住所 

                        氏名 

                                      印 

 

 令和６年１１月２０日に実施される下記の公社営林の立木売り払いに係る一般競争入札

への参加を申し込みます。 

 なお、公売公告３の（１），（２），（３），（４）の確認に係る書類は別添のとおりです。 

 また、入札に対し、入札物件の状況、公売公告の内容、売買契約書の内容、入札説明等

すべて承知のうえ参加しますので、後日これらの事項につき公益社団法人鹿児島県森林整

備公社に対し、一切異議、苦情等を申しません。 

 

記 

 

１ 所在地 薩摩川内市田海町字市ノ野 7227 番１外５ 

２ 物件名 公社営林の立木売り払い 



(別記様式第１１号） 
 
 
 

誓    約    書 
 
 
 
 私は、今般、公益社団法人鹿児島県森林整備公社公社営林の立木売り払い一般競争入札

に参加するに当たり、下記の事項について誓約します。 
 
 

記 
 
１ 当該入札時において国及び地方公共団体等から入札指名停止を受けていません。 
 
 
２ 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者ではあ   
りません。 
 
 
３ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第３２条第１項各号に掲げる者では   
ありません。 
 
 
 

令和 年 月  日  
 
 
 
 
 公益社団法人鹿児島県森林整備公社 
    理 事 長 塩田 康一    様 
 
 
 
                                        住所 
 
                                      （ふりがな） 
                                        氏名                                印 
                                          法人又は団体にあっては、主たる事務所の 
                                          所在地、名称及び代表者の氏名 



公社営林の立木売払い

３号

上記のとおり入札いたします。

令和 年 月 日

公益社団法人鹿児島県森林整備公社
理　　事　　長　　塩田　康一 様

令和 年 月 日 令和 月 日

印

代理人 住 所 氏　名 印

年

落札決定
通　　　知

入札保証金
還　　　　付

印

　

住 所 氏　名 印

契約担当者

3 入 札 件 名

4 区 分 又 は 番 号

5    入札物件の所在地 薩摩川内市田海町字市ノ野7227番１外５

2 入 札 保 証 金 一金

入　札　書

1 入 札 金 額 一金



委  任  状 

 

                      令和  年  月  日 

 
 公益社団法人鹿児島県森林整備公社 
  理事長 塩田 康一       様 

 
                  住所 
                  氏名              印 
                 （法人にあっては名称及び代表者氏名） 

 
 
  下記の者を代理人として一般競争入札に関する一切の権限を委任いた 
します。 

 
 
           代理人    住所 
                  氏名              印 

 
 
 
 
 １ 売買物件所在地 薩摩川内市田海町字市ノ野 7227 番１外５ 

 
 ２ 売買数量    ス ギ 1,851 本  1,184.167 ㎥ 

 
 



（様式第 6 号） 

売 買 契 約 書 

 

１ 売買代金額    一金              円也 

  （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 一金        円也） 

 

２ 物件所在地 

 

３ 契約物件の内容 

 

区 分 

 

 

林小班又は 

 経営番号 

 

   面 積 

        ｈａ 

 

  樹 種 

 

 

  本 数 

       本 

 

 材 積 

       ㎥ 

 

 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 契約物件の搬出期限       自     年  月  日 

                             至     年  月  日 

 

５ 売買代金の納入期限          年  月  日 

 

６ 契約保証金    一金              円也 

 

 上記物件の売買について，売渡人公益社団法人鹿児島県森林整備公社理事長 塩田 康一  

(以下「甲」という。）と買受人                                  (以下「乙」という。）

とは，下記条項により売買契約を締結したので，その証として本書２通を作成し、甲、乙記名

押印のうえ各自１通を保有する。 

 

                                                 年  月  日 

 

  売渡人   甲    住所  鹿児島市山下町９番１５号 

                          氏名  公益社団法人鹿児島県森林整備公社 

理事長 塩田 康一 

 

  買受人   乙    住所 

                          氏名 

 

 



条     項 

 

 （契約保証金） 

第１条 乙は，本契約締結の日時までに，契約保証金として売買代金額の１００分の１０以 

上の額を甲に納入しなければならない。 

２ 入札の際に入札保証金を納入しているときは，これを契約保証金に充当することがで

きる。 

３ 第 1 項の契約保証金は，第１７条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しな

い。 

４ 契約保証金には，利息を付さない。 

５ 甲は，乙が次条に定める義務を履行しないときは，第 1 項に定める契約保証金を甲に帰

属させることができる。 

 (売買代金の納入) 

第２条 乙は，売買代金から前条第 1 項の契約保証金を除いた金○円を 年  月  日ま

でに，甲の発する請求書により納入しなければならない。 

 (遅延利息) 

第３条 甲は，乙が第２条の規定により売買代金（契約保証金を除く）を納入しないときは，

納入期限の翌日から納入を完了した日までの日数に応じ，売買代金（契約保証金を除く）の

額に対し年２．５パーセントの割合で計算した額(その額が 100 円未満であるときはその額

を，その額に 100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)を遅延利息として徴

収するものとする。 

(契約物件の所有権の移転時期) 

第４条 契約物件の所有権は，乙が売買代金を完納したとき，乙に移転するものとする。 

 (契約物件の引渡) 

第５条 契約物件の引渡しは，売買代金を完納した日から 10 日以内に契約物件所在地におい 

て，双方立ち会いの上行うものとする。 

 ２ 前項の規定により契約物件の引渡しを受けたときは，乙は甲に受領書を提出しなけれ 

ばならない。 

(契約不適合責任) 

第６条 契約物件に数量，品質等の相違などがあっても，甲は契約不適合責任を負わないもの

とする。 

 (搬出義務及び残存物の帰属) 

第７条 乙は，搬出期限内に契約物件の搬出を終わらなければならない。 

 ２ 乙が搬出期限までに搬出を終わらなかった契約物件は，すべて甲に帰属する。 

  

第８条 乙は，やむを得ない事情により搬出期限までに契約物件の搬出が終わらないときは， 

期限満了前 10 日以内に搬出期限延期申請書を甲に提出しなければならない。 

 ２ 甲は前項の申請があったときは，これを調査し，延期することがやむを得ないと認め 

た場合は，延期日数に応じ売買代金の額に対して年２．５パーセントの割合で計算した額

の延期料を徴して，延期を承認するものとする。 



   但し，理事長は，天災その他の不可抗力により契約物件の搬出が終わらなかったと認 

める場合は，当該延期に係る延期料を減免することがある。 

 ３ 甲は，既に徴収した延期料は，当該延期期限満了前に搬出が終わったときにおいても 

  これを返還しない。 

 (標識の保存) 

第９条 乙は，契約物件の区域を示す標識を滅失し，又は損傷してはならない。 

 (搬出完了届) 

第 10 条 乙は，契約物件の搬出を終わったときは，速やかに搬出完了届を甲に提出するもの 

とする。 

 (契約物件の譲渡等) 

第 11 条 契約物件について，乙は，甲の書面による承認を得た場合のほか，これを素材生産

の目的外に使用し，又は第三者に譲渡することはできない。 

 (危険負担) 

第 12 条 第５条の規定による所有権移転のとき以後において甲の責めに帰さない事故又は 

天災その他不可抗力により契約物件に損害を生じた場合は，乙の負担とする。 

 ２ 乙は，売買物件の所有界を超えた誤伐又は隣接木への損傷を与えた場合は，自らの費用

負担で損害の賠償を行うものとする。 

 ３ 乙は，道路（国道，県道，市道，林道，農道等）を搬出路等として使用し，これを損傷

させた場合は，道路管理者に連絡し指示を仰ぐとともに，その箇所について原則として自

らの費用負担で補修し，原形復旧するものとする。 

 (作業の中止等) 

第 13 条 甲は、契約成立後，法令の規定により又は公用公共用もしくは公益の用に供するた 

め，その他のやむを得ない特別の理由により，契約を履行することができないときは，契約

物件の伐採搬出その他契約に付随する作業の中止を命じ，当該履行不能の部分につき契約

解除又は変更することができるものとする。 

    乙又は乙の使用人が，公社営林に重大な損害を与え，若しくは，与える恐れがあるとき 

又は法令若しくは契約に違反する行為があるときも同様とする。 

  ２ 乙は，前項後段の場合において，これによって生じた損害の賠償を甲に請求するこ     

とはできないものとする。 

 (権利義務の譲渡等) 

第 14 条 乙は，この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡，一括委託又は承継さ 

   せてはならない。ただし，甲の書面による承認を得たときは，この限りでない。 

 (契約の解除) 

第 15 条 甲は，乙が次の各号の一に該当するときは，書面により乙に通知して，この契約を 

   解除することができる。 

(1) 第２条および第３条の規定に違反したとき。 

    (2) 第１２条および前条の規定に違反したとき。 

   (3) 契約の解除を申し出て，甲が適当と認めたとき。 

   (4) 前各号のほか，この契約に違反し，その違反によりこの契約の目的を達するこ         

とができないと認められるとき。 

  ２ 甲は，乙が提出した誓約書の内容が事実と相違することが判明した場合は，乙に弁明 



の機会を与えた上で，本契約を解除することができるものとする。 

 (契約の解除及び変更の効果) 

第 16 条 契約を解除し，又は変更した場合の効果は，当該解除又は変更の際既に搬出を終わ 

   った契約物件に対しては及ばないものとする。 

   ２ 前項の場合において，搬出を終わらなかった契約物件は，甲に帰属し，甲は，これに 

相当する売買代金を乙に返還するものとする。 

     この場合，返還金に対して利息を付さないものとする。 

 (損害賠償) 

第 17 条 乙の責めに帰すべき理由により，甲が損害を受けた場合において，甲がその賠償を 

   請求したときは，乙は，これを賠償しなければならない。 

 (施設の設置及び跡地の回復) 

第 18 条 乙は，契約物件の伐採・搬出にあたり，土場・搬出道等を設置しようとするときは，  

   期間・規模・位置等を甲に申し出なければならない。 

   ２ 乙は，契約物件の搬出期限が満了したとき又は契約が解除されたときは，当該施設     

を収去し，甲にこの旨を申し出なければならない。 

 （跡地の検査） 

第 19 条 乙は，跡地検査に立ち会わなければならない。 

 (有益費等請求権の放棄) 

第 20 条 乙は，契約を解除された場合又はこの契約が終了した後において，契約履行中に投 

   じた有益費又は必要その他の経費を甲に請求しないものとする。 

 (根株の所属) 

第 21 条 乙は立木の地上部分を買受けたものであり，立木の根株は甲に帰属する。     

(疑義の決定) 

第 22 条 この契約に定めのない事項，又はこの契約に疑義を生じたときは，甲・乙協議して  

   定めるものとする。 

   


